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   墨田区不燃建築物建築促進助成条例の一部を改正する条例 

 墨田区不燃建築物建築促進助成条例（昭和５４年墨田区条例第２６号）の一部を次

のように改正する。 

第４条第２項中「と同種の助成金（以下「同種の助成金」という。）を」を「のほ 

かに、国、区又は他の地方公共団体等から規則で定める助成金等を既に受け、又は」

に改め、同項ただし書を次のように改める。 

  ただし、規則で定める場合においては、この条例による助成金の全部又は一部を

交付することができる。 

第５条第１項中「２１０万円」を「４６０万円」に改め、同条第２項を削る。 

第９条を第１０条とし、第８条を第９条とし、第７条中「助言・指導」を「助言又

は指導」に改め、同条を第８条とし、第６条中「助成金の交付を受けようとする者」

を「助成対象者」に改め、同条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

（助成対象確認等） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、建築基準法第６条第１項又は第６条の

２第１項の規定による確認の申請を行う際に、規則で定めるところにより、当該不

燃建築物の建築が助成対象となるかどうかについて、区長の確認を受けなければな

らない。 

２ 前項の規定により不燃建築物の建築が助成対象である旨の区長の確認を受けた者

（以下「助成対象者」という。）は、当該不燃建築物の建築の内容を変更しようと

するときは、規則で定めるところにより、直ちに区長の変更の承認を受けなければ

ならない。 

   付 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第５条の規定は、この条例の施行の日以後に建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査

済証を交付された墨田区不燃建築物建築促進助成条例第２条第１号に規定する不燃

建築物について適用し、同日前に当該検査済証を交付された当該不燃建築物につい

ては、なお従前の例による。 


